
 

 

 

※南あわじ市では、平成 31年４月からアフタースクール事業を行っています。 

※アフタースクールの募集は、島チーム[学童保育(放課後児童クラブ)対象の児童]、色チーム[学童保育対象

以外の児童]となります。活動の内容はどちらのチームも同じです。 

 

小学校の授業終了後、放課後事業として、主に学校敷地内にある施設を利用し、年齢の異なった子どもたちの生

活や体験活動の場を提供します。※アフタースクールでは、学習指導は行いません。 

 

【対象児童】 

 アフタースクール実施校区に通う小学校１年生から６年生までの児童 

 （※受入時には島チーム（学童保育対象の児童）を優先します。） 

【利用申請書類の配付開始日・配付場所】 

  令和５年 12月 20日（水）から体育青少年課、各アフタースクール、対象小学校区の保育所（園）・こども園・

幼稚園にて配付します。 

【利用申請書の受付】 

 ◆４月からの入所 

 受付期間 令和６年１月４日（木）～令和６年１月 19 日（金） 

  ★現在利用児童･･･現在利用しているアフタースクール  13：00～18：00（土・日・祝日を除く） 

★新１年生（現在保育所等の年長組）･･･保育所（園）、こども園、幼稚園の開所時間内（対象小学校区のみ） 

  ★新規利用児童･･･体育青少年課  8：30～17：15（土・日・祝日を除く） 

 ・利用申請書提出後に必要がなくなった場合は、提出済みの申請書の取消しを体育青少年課へご連絡ください。 

 ・利用申請書に記載された内容に変更（勤務先の変更等）がある場合は、証明書類の再提出が必要です。 

◆上記以外の入所希望について 

・夏休みのみの利用の方は、令和６年５月 13 日（月）～５月 24 日（金）の期間に申込みしてください。 

・年度途中の入所（７・８月以外）を希望される方は、入所を希望する月の１ヵ月前までに申込みしてください。 

 ≪年度途中及び夏休みの利用については、希望するアフタースクールの定員に空きがあれば入所できます。≫ 

   ＊申請用紙の配付及び申請書の提出先は、体育青少年課となります。 

【利用申請に必要な書類】 

 《島チーム（学童保育対象の児童）》 

① アフタースクール利用申請書････児童１人につき１枚 

② 家庭調査票････････････････････児童３人まで記入可 

③ 利用申請書に添付する書類･･････兄弟姉妹はご家庭に１枚とし、年下児童の申請書に添付 

 ・就労の場合  勤務証明書（就労予定者は、就労予定書） 

・病気の場合  診断書等疾病を証明する書類（医師の所見が必要） 

・その他の入所できる要件にかかる書類については、体育青少年課までお問合せください。 

※証明書類は、父母だけでなく、18 歳以上の同居する家族全員について提出してください。 

 同敷地内もしくは同敷地内で番地が異なる場合も同居する家族とみなします。 

《色チーム（学童保育対象以外の児童）》 

① アフタースクール利用申請書･･･児童１人につき１枚 

② 家庭調査票･･･････････････････児童３人まで記入可 

（※受入時には島チーム（学童保育対象の児童）を優先します。） 

◇注意事項◇ 

・障がいのある児童及び発達障害の診断のある児童については、事前に体育青少年課にご相談ください。 

また、利用申請書の「児童の健康状態」欄に、障がいの程度や主な症状をご記入ください。 

医療行為を必要とする場合は、アフタースクールでは受入れできません。 

・島チーム（学童保育対象の児童）では、保護者の勤務日数が週３日に満たない場合や就労時間が午後３時

前後に終わる場合、ご家庭において児童を見ることのできるご家族がいる場合は、入所の対象にならない

ことがあります。 

・受入れ可能な児童数を超えた場合は、利用調整をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・提出書類に不備がある場合は、入所許可ができない場合もありますので、提出に際しては、必ず必要事項 

が記載できているか確認してから提出してください。 

・過去に利用料の滞納がある場合は、入所許可できません。 

【開所日・時間】 

◆通常授業時：月曜日～金曜日、授業終了時から午後６時まで 

◆長期休暇中：月曜日～土曜日、午前８時から午後６時まで（お弁当持参） 

※日曜日・祝日、年末年始（12月 29日～１月３日）は実施しません。 
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※学校行事の振替による平日休校日の開設時間は、午前８時から午後６時までです。 

※警報・学級閉鎖等で休校となった場合は、実施しません。 

※帰宅について、基本的にはお迎え推奨ですが、児童１人で帰る時間を２年生以上の児童のみ設けています。

（１年生は６月まではお迎え必須） 

【アフタースクール開設場所・定員・対象小学校】 

※島チーム：学童保育対象の児童  色チーム：学童保育対象以外の児童 

※志知小学校は、送迎型の学童保育を実施しています。実施場所はアフタースクール湊（湊小学校内）です。 

※定員を上回る申込があった場合、島チーム（学童保育対象の児童）を優先します。 

【利用料（月額）】 

◆通 常‥‥5,000 円（８月のみ 7,000円） 

◆休所時‥‥3,000 円（暦１月単位で自己の都合で休む場合） 

◆減 免‥‥生活保護受給世帯もしくは就学援助受給世帯に該当する場合は、必要書類及び減免申請書を提出

することにより、利用料が減額、または免除となります。 

利 用 期 間 

島チーム（学童保育対象の児童）で登録をする際には保護者及び同居家族の状態により利用期間が異なります。 

 （※保護者が育児休業中の場合は、島チームでは入所対象外です。） 

入所要件 入所期間 

就労 就労する期間 

就労予定 入所した日から２ヵ月以内。ただし、この間に勤務を開始し、勤務証明書を提

出した場合は期間を延長します。 

就学 就学する期間 

出産 産前１ヵ月、産後３ヵ月 

看護・介護・病気・障がい 入所を必要とする期間 

利 用 決 定 

・利用決定については、書類のほか必要に応じて実態調査、面談を行ったうえで、入所の可否を判断します。  

なお、入所審査・決定については島チーム（学童保育対象の児童）優先といたします。 

・結果は、２月中に「アフタースクール（許可・却下）利用決定通知書」にて郵送で通知します。 

・定員を上回り調整が必要な場合、１月下旬に個別に連絡します。 

問 合 せ 先 

南あわじ市教育委員会 体育青少年課（市役所第２別館２階）TEL：0799-43-5234 

 

学童保育名 開設場所 定員 対象小学校 

アフタースクール広田 広田小学校内 ※島 40名・色 20名 広田小学校 

アフタースクール倭文 倭文小学校内 ※島 20名・色 10名 倭文小学校 

アフタースクール湊 湊小学校内 ※島 25名・色 10名 湊小学校、志知小学校 

アフタースクール辰美 辰美小学校内 ※島 25名・色 10名 辰美小学校 

アフタースクール八木 八木小学校内 ※島 30名・色 20名 八木小学校 

アフタースクール神代 神代小学校内 ※島 20名・色 10名 神代小学校 

アフタースクール北阿万 北阿万地区公民館内 ※島 25名・色 10名 北阿万小学校 

アフタースクール阿万 阿万小学校内 ※島 20名・色 10名 阿万小学校 

アフタースクール福良 福良小学校内 ※島 20名・色 10名 福良小学校 

保護者説明会 

利用決定者へ利用の詳細についての保護者説明会は以下の日程で行う予定です。 

３月 12日（火） 【八木・神代】       ：中央公民館 

３月 13日（水） 【湊・辰美】        ：湊地区公民館 

３月 14日（木） 【北阿万・阿万・福良】   ：北阿万地区公民館 

３月 15日（金） 【広田・倭文】       ：広田地区公民館 

※開催予定時刻は 19 時を予定しております。（約１時間程度） 

各アフタースクールの拠点により、若干異なりますので、必ずご出席いただき、不明な点は各アフタースク

ールの支援員にご確認ください。 


